
 

定款の一部変更に伴う県立広島大学の最初の学長の選考に関する規程 
 

令和２年１１月９日 
法人規程第５１号 

 
 （趣旨） 
第１条 この規程は，公立大学法人県立広島大学定款（以下「定款」という。）の一部変更（令和

２年１０月２３日認可）附則第５項の規定に基づき，変更後の定款第１１条第２項に規定する

学長選考会議とみなされる理事長選考会議（以下「選考会議」という。）が行う同条第３項の規

定による県立広島大学の最初の学長（以下「学長」という。）の選考に関し，必要な事項を定め

るものとする。 
 （選考の時期） 
第２条 学長候補者の選考は，任期開始の日の１月前までに行うものとする。 
 （選考の基準） 
第３条 学長候補者は，人格が高潔で，学識が優れ，かつ，大学における教育研究活動を適切か

つ効果的に運営できる能力及び法人の経営管理能力を有する者のうちから選考しなければなら

ない。 
 （選考対象者の推薦） 
第４条 学長候補者の選考の対象となる者（以下「選考対象者」という。）は，次の各号に掲げる

者とする。 
 (1) 経営審議会又は教育研究審議会の委員（選考会議の委員を除く。以下「審議会委員」とい

う。）から，選考会議に対して，書面により推薦された者 

 (2) 公立大学法人県立広島大学職員就業規則（平成１９年法人規程第５２号）第２条に規定す

る職員（選考会議の委員である職員を除く。以下「職員」という。）１５名以上から，選考会

議に対して，書面により推薦された者 

２ 前項各号の規定により推薦を行う者は，選考対象者１人に限り推薦を行うことができるもの

とし，自らを選考対象者として推薦できないものとする。 
 （選考方法） 
第５条 選考会議は，前条の規定により推薦された選考対象者に対し，選考対象者となることの

意思を確認するとともに，学長に就任した場合の所信の提出を求めるほか，必要な事項の確認

を行う。 
２ 選考会議は，学長候補者の選考の参考とするため，審議会委員（選考対象者の推薦者となっ

た者を除く。）に意見を求めるものとする。この場合において，審議会委員は，学長候補者の選

考に関して意見があるときは，書面により提出するものとする。 
３ 選考会議は，選考対象者について，書類による審査の後，必要に応じ面接により審査し，最

終的に１人を学長候補者として選考する。 
４ 選考会議は，選考の結果を，速やかに理事長又はその代理者に報告するとともに公表するも

のとする。 
 （規程の改廃） 
第６条 この規程の改廃は，選考会議の議を経なければならない。 



 

 （雑則） 
第７条 この規程に定めるもののほか，学長候補者の選考に関し必要な事項は，選考会議が別に

定める。 

   附 則 
 （施行期日） 
１ この規程は，令和２年１１月１６日から施行する。 
 （この規程の失効） 
２ この規程は，令和３年３月３１日限り，その効力を失う。 
 
 


